
旧新発田北デイサービスセンター等廃棄物運搬処理業務委託 仕様書

１ 作業場所
（１） 旧新発田北デイサービスセンター

所在地：新発田市中倉 10-2
（２） 旧新発田西デイサービスセンター

所在地：新発田市富塚町 1-9-13
（３） 旧老人福祉センター金蘭荘

所在地：新発田市五十公野 4970-2
（４） 高齢者福祉センター金蘭荘

所在地：新発田市五十公野 4475-3

２ 業務内容
上記施設の不要となった備品を搬出し、産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設ま

で運搬し処分すること。なお、廃棄する備品については、別紙「備品廃棄リスト」を参考
とし、産業廃棄物と一般廃棄物に分類し、それぞれ適切に処分すること。

３ 搬出期間
契約日から令和 8年 2月 27 日まで

４ 留意事項
（１） 受注者に必要な免許資格は以下のとおりとする。

・新潟県産業廃棄物収集運搬業許可
・新発田市一般廃棄物収集運搬業許可

（２） 産業廃棄物管理表（マニフェスト）にかかる費用は契約金額に含むものとする。
（３） 産業廃棄物については運搬、処分についてそれぞれの区間に応じたマニフェストを

提出すること。
（４） 作業に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、特定家庭用機器再商品化

法、労働安全基準法等の関係法令を遵守し、作業中に発生した災害及び事故等によ
る被害が生じた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、受注者の責任におい
て処理し、その経過及び措置を発注者へ報告すること。

（５） 所在地ごとに分けて請求書を作成すること。



５ 内覧申込
内覧を希望する場合は、下表の日程の希望する日時を次の連絡先へ申し込むこと。

受付期間：令和７年１２月１日から令和７年１２月５日まで
受付時間：午前９時から午後５時まで(ただし、最終日は午後３時まで)
連 絡 先：新発田市役所本庁舎２階 高齢福祉課 地域包括ケア推進係

TEL ０２５４－２８－９２０４

※入札参加予定の複数者の現地での重複を避けるため、各回１者とする。（１者１回の割当
てとし、申込みを受理した先着順とする。また、内覧申込締切り後、天災等や発注者の都
合により日程変更をする場合がある。）

※内覧申込数が内覧実施回数を上回る場合、別途上記時間帯以外での対応を協議する。
※通路や部屋の配置以外、内覧時に立ち会う発注者は質問は受付けない。（正規の手続きに
より質問を行うこと。）

※画像の撮影は可とするが、入札の終了後に適正に処分すること。

６ その他
本仕様書に定めていない事項は、発注者と受注者が協議の上、決定する。

7 請求書提出先
（１）旧新発田北デイサービスセンター及び旧新発田西デイサービスセンターの請求書

新発田市役所本庁舎２階 高齢福祉課 地域包括ケア推進係
TEL ０２５４－２８－９２０４

（２）旧老人福祉センター金蘭荘及び高齢者福祉センター金蘭荘の請求書
新発田市役所本庁舎２階 高齢福祉課 高齢福祉係
TEL ０２５４－２８－９２００

※ 契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。
※ 提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する

場合があります。

内覧実施日
時間

９：３０～１１：００ １３：３０～１５：００

令和７年１２月８日 ① ②

令和７年１２月９日 ③ ④

令和７年１２月１０日 ⑤ ⑥

令和７年１２月１１日 ⑦ ⑧

令和７年１２月１２日 ⑨ ⑩


